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日本とスウェーデンの比較　世界の森林事情
　林業を考えますと木を育て管理し，人々のニー

ズを満たそうということにあります。ニーズとい

いましても色々なものがあります。建設，装飾

用，紙，エネルギー，清潔な空気，動物種の保存

あるいはレクリエーションなど様々な目的が考え

られます。こういったニ－ズを考えますと森林管

理手法が必要でありましょう。そのためには多目

的使用という林業もありましょう。

　世界的にみますと林業，林産業の現状は，開発

の度合というものがまちまちであります。残念な

がら乱開発が色々な地域で進んでいます。燃料，

畑，あるいは，いくばくかの現金を得るために，

再生も考えずに伐採されております。しかし，一

方で継続的な収穫，育成を目指した管理が生まれ

ていることも事実です。幾つかの事例を申しあげ

ます。一つが伝統的伐採です。原生林から一本，

一本と木を伐採するわけです。その程度の伐採で

すと自然の生長で十分に再生可能です。次に社会

的林業というもので，熱帯，亜熱帯地域にみられ

ます。特定の種が育成され，衣食住，あるいは使

用のために伐採されます。第3がプランテーショ

ン林業というもので，生長が早い特定の樹種を栽

培するものでニュージーランド，オーストラリ

ア，ブラジル等で行われているものです。

　スウェーデンの森林の現状
　スウェーデンは小さい国であり，人口もそれは

どありません。表に日本とスウェーデンの林業，

製材の比較が出ております。森林面積は同じよう

な面積になっておりますが，内容をみますと際立っ

た違いがあります。スウェーデンは世界有数の輸

出国であり，カナダ，米国についで第3位であり

ます。それに対しまして日本は米国に続きまして

世界第2位の輸入国です。人口密度が違うという

ことも大きな理由であろうと思われますが，樹齢

の分布なども影響してるものと思います。

　スウェーデンの森林面積は約2，400万haで，蓄

積量では26億ｍ３です。1ha当たり110ｍ３というこ

とでドイツトウヒが47％，ヨーロッパアカマツが

38％，広葉樹が15％になっております。年間大体

1億ｍ３程度増加しており，伐採量が6千5百万ｍ３

から7千万ｍ３程度であり，蓄積は毎年増加してお

ります。森林の所有形態をみますと47％が個人，

25％が企業，28％が国，協会あるいは地方団体の

ような公的機関になっております。森林面積は世

界のわずか0．6％ですが，伐採量では2％，パル

プ生産量では7％，国際的なパルプ市場では14％

を占めております。

　林業の歴史
　昔，150年前ぐらいでしょうか，スウェーデン

はまだ貧しい途上国で農業が重要な産業でした。

土地管理がなされてないということで，食糧の生

産が十分でありませんでした。耕作地を移動させ

ることや放牧が森林を破壊させていました。しか

し，19世紀後半になりまして，スウェーデンに一

つの転機が訪れました。製材需要が高まったこ

と，ヨーロッパでの関税が下がったことそして農

業の生産性が上がったことが大きな原因になった

と思われます。

　スウェーデンの森林をみますとたくさんの原生



　スウェーデンの森林

林があり大体が針葉樹材であります。そこには水

が豊かであり，木材を安い水運で運ぶことができ

ました。また，産業用に木材を供給するようにな

ると植林の必要性がうたわれ，継続的な収穫が重要

だといわれるようになり，植林が促進されました。

　土地所有の在り方について，随分議会で論議さ

れ，1903年に初めて近代法といわれる森林法が国

会を通過しました。そこでは皆伐の後にはかなら

ず植林することが求められました。また，企業が

私有地を買うことについても規制が課せられまし

た。さて，今世紀の初期に近代のパルプ，ペーパー

業界が商業ベースに乗るようになりました。これ

で，小丸太の需要がまとまり，商業的な除伐，間

伐が可能になりました。

　ここで3つの点について述べたいと思います。

第1の点は，丸太生産の効率が上がったというこ

とです。従来農地だったものが，土地が解放さ

れ，特に南スウェーデンではたくさんの植林が行

われました。第2の点は，スウェーデンは気候的

に大変寒い国で，本来ですと皆伐の方が望ましい

わけでありますが，50年代まで択伐がもっぱら行

われておりました。60年代にようやく認識され皆

伐が行われるようになりました。第3の点は，伐

採の機械化ということで，60年代に経済的な必要

性から機械化が行われました。大型の車両が入

り，土壌や立木に対して様々の影響がおよびまし

た。そのような初期の機械化を反省して，今はもっ

と質の高い機械化がなされております。

　木材産業

　木材産業では現在7，500万ｍ３の木材が毎年必要

1990年6月号

とされております。継続的な収量という面からは

十分な量であるわけですけれども，伐採するとい

う面からは，すべてが確保出来ない状態でありま

す。しかし，依頼，情報，普及活動がなされまし

て，現在では伐採レベルが決められ，一定量の輸

入がなされております。木材の利用をみますと製

材が21％，合板・べニア板が１％，パルプが63

％，ボード・パネルが７％，燃料が８％になって

おります。

　スウェーデンの木材は製材，パルプ用として

は，質が高いものですが，カナダ，ブラジルなど

に比べますと割高になっております。ドルベース

で針葉樹材のパルプをみますとカナダより２～３

倍高くなっております。伐採，輸送コストではカ

ナダと差がありませんが，植林のコストが高いと

いえます。スウェーデンでは，林業の合理化をは

かって収量を高めようとしています。

　伐　採

　木材の収穫量は皆伐が60％，択伐が30％，10％

が道路開発など不特定な伐採です。25万haが毎年

択伐されており，20万haが皆伐されております。

　皆伐にはハーベスタというような大形の機械が

使われるようになりました。択伐も今機械化が進

んでいます。輸送は業者によって行われておりま

す。植林では，主労働の地ごしらえも機械化され

ております。また，除伐やプランテーションも機

械化が進んでいます。このように機械化を進める

主たる理由はコスト削減にあるわけですが，厳し

い労働の負担を軽減させることも目的であったわ

けです。50年代には15万人の労働力が必要であり

ましたが，現在では４万人の労働力で同じ仕事が

こなせるようになりました。

　植　林

　植林される樹種はドイツパインが主体でありま

す。現在の年間の植林最低面積は，皆伐面積より

大きくなっており，皆伐に十分に対処することが

出来ます。また，相当な面積で種子による自然再

生が図られているわけです。植林の質につきまし

ては，ここ10年程の間に大きく変わっております。

　植林の質を技術的にみますと次の通りです。地
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ごしらえは，相当以前に機械化されております。

色々な機械植林の実験が行われておりますが，ま

だ実用の段階になっておりません。除伐は，機械

化されております。

　環境問題につきましては別に言及しますが，そ

のほかの災害について，まず野生動物の大シカがパ

インとか広葉樹に被害を与え，植林の一番大きな問

題になっております。次に十分な規制，現地の状態

の整備が重要であります。また，病虫害のレベル

ですが，トウヒ属の林について根腐れ病がありま

す。60年代の末から70年代初めにかけてニデヌキ

クイムシが大きな被害を与えました。しかし，現

在では色々な昆虫が森林から駆除されております。

　森林の健康は非常に大きな問題であります。研

究による新しい遺伝学的対応や効率的な施業を行

うなど，森林そのものをその現地に適応させる適

地適木という方向に向かっております。

　自然保護
　ここでの第1番目の問題は，既存の動植物の保

護であります。もちろん大事なことは，人に対し

てレクリエーション，ハイキング，釣の機会を与

えることです。しかし，これはスウェーデンのよ

うな人口過疎の国では難しいことではありません。

　次に野生動物と近代の森林との相互作用です

が，多くの動物は近代の森林によって恩恵を受け

ております。動物は，ここ二十数年の間に17種の

うち15種が増えております。全体に大形の動物が

増えており，森林を管理した場合には，管理しな

かった場合に比べて，その増加率が大きくなるこ

とが分かっております。

　大気汚染
　悲劇的な脅威があります。それは大気汚染であ

ります。亜硫酸ガス，酸化チッソ，オゾンなどに

よる大気汚染は，スウェーデンの森林に相当な脅

威になっております。これらの汚染物質は化石燃

料の使用により発生します。これまでのところ実

証されておりませんが，土壌の変化や森林に被害

を与えております。対策を講じなければなりませ

ん。排ガスを少なくすること，これは主に国際的

な調整または国の努力によって，必要な処置をす

ることが重要です。ヨーロッパでは急いでそれを

やる必要があります。また，森林への石灰散布な

ど様々な対策によって汚染とその影響を減らさな

ければなりません。

　森林政策
　樹木は育成に長い期間かかりますので，社会が

責任を持って管理しなければなりません。スウェー

デンの森林政策の目的は，森林が価値の高い木材

生産を持続できるような管理にあります。政策に

は森林のストック，保護，普及事業，補助金，融

資などがあります。その例を申しあげますと研

究，教育，財政政策，環境政策そして農業地域の

開発政策であります。

　ここでは簡単に森林政策だけを取り上げたいと

思います。森林行政は農務省があたり，その下に

農業大学，それから林野庁があり，林野庁の下に

24の地方支局があります。その役割は，全国の国

有林の森林政策を進めることです。現在，全体で

2，600人がここに従事しております。農業大学に

は3つの部門があり，その1つが森林専門部であ

ります。これは非常に大きく50のセクションがあ

り，スウェーデンの林業教育の中心になっており

ます。また，全国森林協会があり，森林法により

民有林を管理しております。

　まとめ

　我々の将来の色は，グリーンであると申しあげ

たいと思います。太陽，炭酸ガス，水などで樹木

は再生できます。我々の将来の世界はさらに人口

が増え，色々な原材料が減少します。したがっ

て，樹木は今まで以上に重要な資源になるのでは

ないでしょうか。

　森林の将来にとって重要なことは，次の通りで

あります。第1番目にコストの合理化を図って行

かなければなりません。第２番目に森林の破壊

は，受け入れられないもので，管理されなければ

なりません。第3番目に高度の研究開発，教育が

必要であります。第4番目に大気汚染を減らして

いかなければなりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　（文責　森泉）


